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（４）フライス用工作機械 判定フローチャート 

輸出貿易管理令 別表第１ ２の項 (12)－1 （貨物等省令第１条第十四号ロ、ホ） 

輸出貿易管理令 別表第１ ６の項 (2)   （貨物等省令第５条第二号ロ、ヘ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
２の項、６の項 
 
 
 

（２項除外） 

（６項除外） 

フライス削りを 

することができる NC工作機械 

「２の項に該当」 

「６の項に該当」 

２の項、６の項 

「非該当」 

（16の項に該当）  

＊直線軸の位置決め精度の規程 

2の項測定方法：ISO230/2(1988) 

6の項測定方法：ISO230-2：2014 

輪郭制御軸数が２以上か いいえ 

はい 

［２の項除外項目］ 

省令第 1条第十四号ホの 
（一）～（四）に該当か （注１） 
又は、ロの 
（四）フライス盤であって、X軸の移動量

が２ｍを超えるもので、X軸の位置決
め精度が２項測定法で 30μｍを超え
るものか 

はい 

はい 

いいえ 

［２の項］ 
（一） 直線軸の位置決め精度が２の項 

測定法で６μｍ未満か 
（二） 輪郭制御回転軸の数が２以上か、 
又は、 
（三） 輪郭制御をすることができる軸数

が 5以上のものか 

いいえ 

［６の項除外項目］ 
省令第５条第二号への 
（一）～（六）に該当か（注２） 

［６の項］ 
次のいずれかに該当するもの 
（一） 輪郭制御の直線軸が３で、かつ 

回転軸が１のもので 
直線軸の一方向位置決めの繰返し

性が６の項測定法で 
0.9μｍ以下（移動量 1m未満） 

1.1μｍ以下（移動量 1m以上） 

（二） 輪郭制御軸数が５以上で位置決め

の繰返し性が一定値以下か（注５） 
（三） ジグ中ぐり盤 （注３） 
（四） フライカッティング（注４） 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 


